
取
得
し
た
財
産
の
価
額
の
合
計
か

ら
債
務
や
葬
式
費
用
の
金
額
を

控
除
し
、
相
続
開
始
前
３
年
以

内
の
暦
年
課
税
に
係
る
贈
与
財
産

の
価
額
を
加
算
し
た
「
正
味
の
遺

産
額
」
の
合
計
が
基
礎
控
除
額
を

超
え
る
場
合
、
そ
の
財
産
を
取
得

し
た
人
は
、
相
続
税
の
申
告
を
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
申
告
お
よ

び
被
相
続
人
の
死
亡
し
た
こ
と
を

知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
10
カ
月
以

内
で
す
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

出
水
税
務
署

　

☎
（
62
）
０
２
０
０

　

九
州
電
力
で
は
、
今
夏
の
電
力

需
給
に
つ
い
て
、
昨
夏
よ
り
大
幅

に
厳
し
い
受
給
状
況
を
予
想
し
て

い
ま
す
。
そ
こ
で
生
活
や
健
康
、

生
産
・
経
済
活
動
に
無
理
の
な
い

範
囲
で
の
節
電
へ
の
取
り
組
み
を

勧
め
て
い
ま
す
。

○
節
電
を
勧
め
る
期
間
と
時
間
帯

　

７
月
１
日
～
９
月
30
日
の
平
日

　
（
８
月
13
日
～
15
日
は
除
く
）

　

午
前
９
時
～
午
後
８
時

〇
節
電
の
取
り
組
み
方
法

　

エ
ア
コ
ン
は
28
℃
に
設
定
す

る
、「
す
だ
れ
」
や
「
よ
し
ず
」

な
ど
で
窓
か
ら
の
日
差
し
を
和
ら

げ
る
、
無
理
の
な
い
範
囲
で
エ
ア

コ
ン
を
消
し
扇
風
機
を
使
用
す

る
、
不
要
な
照
明
は
消
す
、
テ
レ

ビ
は
省
エ
ネ
モ
ー
ド
に
設
定
す
る

と
と
も
に
必
要
な
と
き
以
外
は
消

す
、
冷
蔵
庫
の
設
定
を
「
強
」
か

ら
「
中
」
に
切
り
替
え
る
、
扉
を

開
閉
す
る
時
間
を
減
ら
す
、
食
品

を
詰
め
込
ま
な
い
、
使
用
し
な
い

家
電
製
品
は
本
体
の
主
電
源
を
切

る
な
ど

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

九
州
電
力
株
式
会
社
出
水
営
業
所

　

☎
０
１
２
０
（
９
８
６
）
８
０
１

自
然
災
害
に
よ
る
税
の
減
免

制
度
に
つ
い
て

　

風
水
害
や
震
災
、
火
災
な
ど
の

災
害
に
よ
っ
て
住
宅
な
ど
の
財
産

に
損
害
を
受
け
た
場
合
は
、
損
害

の
程
度
に
応
じ
て
県
税
（
個
人
事

業
税
、
自
動
車
税
、
不
動
産
取
得

税
、
産
業
廃
棄
物
税
、
個
人
県
民

税
）
の
減
免
や
納
入
期
限
の
延
長

な
ど
の
措
置
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
こ
れ
ら
の
措
置
を
受
け

る
に
は
、
一
定
の
要
件
に
当
て
は

ま
り
、
申
請
書
の
提
出
が
必
要
と

な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
最
寄
り

の
地
域
振
興
局
な
ど
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

北
薩
地
域
振
興
局
県
税
課

　

☎
０
９
９
６
（
25
）
５
２
０
６

７
月
は
社
会
を
明
る
く
す

る
運
動
強
化
月
間　

　
「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」

は
、
す
べ
て
の
国
民
が
犯
罪
と
非

行
の
防
止
と
立
ち
直
り
に
つ
い
て

考
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
力
を

合
わ
せ
て
犯
罪
や
非
行
の
な
い
地

域
社
会
を
築
こ
う
と
い
う
国
民
運

動
で
す
。

犯
罪
や
非
行
を
防
止
し
、
立
ち
直
り
を
支
え
る
地
域
の
チ
カ
ラ

夏
の
節
電
に
ご
協
力
を

13 広報ながしま


